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１ 国土強靱化地域計画について

−１−
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(１)国土強靱化地域計画とは

大規模自然災害の発生（伊勢湾台風・阪神淡路大震災・東日本大震災 等）

「強さとしなかやかさ」を備えた安全・安心な国土・地域・社会経済を構築すること
を目指し、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土
強靱化基本法」いわゆる国土強靱化基本法を平成25年12月施行

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
（議員立法 H25.12.4成立、12.11公布・施行）

出典：「国土強靱化進めよう！(R3.3)」
（内閣官房国土強靱化推進室）より作成

■国土強靱化推進の経緯

■国土強靱化推進の枠組

防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策（H30.12.14閣議決定）
【2018年度（平成30年度）〜2020年度（令和２年度）の３年間】

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（R2.12.11閣議決定）
【2021年度（令和３年度）〜2025年度（令和７年度）の５年間】

国土強靱化地域計画
（都道府県・市町村が策定）

国土強靱化年次計画（毎年度 国土強靱化推進本部決定）

国土強靱化基本計画
（H26.6.3閣議決定 H30.12.14改定）

−２−

調和
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(２)国土強靱化地域計画の策定状況について

策定率 97.6％
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出典：
「市区町村の国土強靱化地域計画の策定率マップ
(R4.10.14)」、「令和４年度における国土強靱化地域計画
に基づき実施される取組に対する関係府省庁の支援方針
(R4.1.19)」（内閣官房国土強靱化推進室）より作成

（令和4年10月1日現在）

−３−

【地域計画（市区町村）の策定状況】
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予算重点措置等の
判断基準

令和
３年度

令和
４年度

重
点
化

地域計画に実施
箇所等が具体的
に明記された事
業を対象

６ 18
（＋12）

地域計画に基づ
く施策を対象

26 18
（－８）

交付の判断にあたり一
定程度配慮

25 22
（－３）

合計 57      58

(３)国土強靱化地域計画に基づき実施する
取組の関係府省庁の支援について

【第１フェーズ（～R3） 】
地域計画の策定への支援・促進

【第２フェーズ（R4～）】
地域計画の内容充実への支援・促進

・令和４年度現在、関係府省庁合計58の
補助金・交付金等の交付にあたって、
「重点化」・「一定程度配慮」を行う
などの支援を実施

・関係府省庁の交付金・補助金について
「いつまでに」「誰が」「どこで」
「何を」するといった事業実施箇所等
が具体的に計画に明記された事業に対
し「重点化」の動きが加速
（58のうち18の補助金・交付金等で

重点化の判断）
・地域計画の策定を交付要件とする要件

化についても、関係府省庁で検討中

明記された事
業への重点化

出典：
「令和４年度における国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に
対する関係府省庁の支援方針(R4.1.19)」 、「国土強靱化の取組の着実
な推進について(R4.8.12)」（内閣官房国土強靱化推進室）より作成

−４−

【関係府省庁による補助金・交付金等の重点化等の対応状況】

（単位：補助金・交付金等の事業数）
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２ 現行計画について

−５−
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(１)地域強靱化の基本理念について

■基本理念

(1)「みんなで取り組むまち」を目指します

(2)「安全・安全なまち」を目指します

(3)「災害に強く、しなやかなまち」を目指します

■地域強靱化の視点

視点１：『自助』～市民が主役の災害に強いまち～

視点２：『共助』～互いが助け合い、支え合う災害に強いまち～

視点３：『公助』～ハード・ソフト両面からの災害に強いまち～

視点４：『自助・共助・公助の連携』
～災害に対してしなやかに持続ができるまち～

みんなでつくろう、誰もが安心に暮らせる
災害に強く、しなやかで安全なまち

−６−
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(２)地域強靱化の目標設定について

Ⅰ 市民、地域、行政の連携により人命の保護が最大限図られること

Ⅱ 行政、地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること

Ⅲ 都市環境を整備し、市民の財産及び公共施設の被害を最小限に抑えること

Ⅳ 迅速な復旧・復興を達成すること

目標１ 被害の発生抑制により人命を保護する 目標６ 「稼ぐ力」を確保できる経済活動の機能を維持する

目標２ 救助・救急・医療活動により人命を保護する 目標７ 二次災害を発生させない

目標３ 交通ネットワーク、情報通信機能を確保する 目標８ 大規模自然災害被災後でも迅速な再建・回復が

目標４ 必要不可欠な行政機能を確保する できるようにする

目標５ 生活・経済活動に必要なライフラインを確保し、 目標９ 首都機能の維持・復旧をバックアップできるように

早期に復旧する する

具体化

■地域強靱化の基本目標

■事前に備えるべき目標（行動目標）

−７−
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(３)脆弱性評価と地域強靱化推進方針について

・脆弱性評価の結果を踏まえ「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」ごとに
施策等の推進方針を定め、本方針に基づき、さいたま市の国土強靱化に係る取組を推進

■起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）の設定

国土強靱化基本計画

・「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」ごとに、発生要因や被害想定等に
基づく危険性の程度等を考慮した上で、発生回避・被害軽減に資する現在の本市の取組を
把握し、事態の発生回避・被害軽減に向けた取組の現状と、今後の更なる対策の必要性に
ついて評価（脆弱性評価）を実施

４５の起きてはならない最悪の事態
（リスクシナリオ）の設定

埼玉県地域強靱化計画 ３７の起きてはならない最悪の事態
（リスクシナリオ）の設定

さいたま市国土強靱化
地域計画

３５の起きてはならない最悪の事態
（リスクシナリオ）の設定

※「起きてはならない最悪の事態
（リスクシナリオ）」の詳細につい
ては、９～11ページに参考記載

参考

■脆弱性評価の実施と推進方針の設定

−８−

参考

【起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 国・埼玉県との関係性】
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(３)脆弱性評価と地域強靱化推進方針について
【参考：35のリスクシナリオの内容 (No.1) 】

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

1 被害の発生抑制により
人命を保護する

1-1 火災により、多数の死傷者が発生する事態

1-2 建築物の倒壊等により、多数の死傷者等が発生する事態

1-3 異常気象（浸水・竜巻）等により、多数の死傷者が発生する事態

1-4 大規模な土砂災害等により、多数の死傷者が発生する事態

1-5 列車の転覆等の交通機関の被害等により、多数の死傷者が発生する事態

1-6 災害対応の遅延等により、多数の要救助者・行方不明者が発生する事態

1-7 災害に対する市民の知識不足により、被害が拡大する事態

２ 救助・救急・医療活動に
より人命を保護する

2-1 救助・捜索活動が大量に発生し、遅延する事態

2-2 医療需要が急激に増加し、医療機能が麻痺・停止する事態

2-3 避難所において、疫病・感染症等が大規模発生する事態

2-4 地域の共助体制の機能不全により、死傷者が増大する事態

2-5 避難行動要支援者への支援の不足等により、要配慮者に多数の死傷者が
発生する事態

−９−
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(３)脆弱性評価と地域強靱化推進方針について
【参考：35のリスクシナリオの内容 (No.2) 】

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

３ 交通ネットワーク、
情報通信機能を確保する

3-1 沿線建築物の倒壊等により、道路・線路が閉塞する事態

3-2 旅客の輸送が長期間停止する事態

3-3 物資の輸送が長期間停止する事態

3-4 情報通信が輻輳・途絶する事態

3-5 情報の正確性の低下等により、誤った情報が拡散する事態

４ 必要不可欠な行政機能を
確保する

4-1 市の行政機能が低下する中で、応急対応行政需要に適切に対応できな
い事態

５ 生活・経済活動に必要な
ライフラインを確保し、
早期に復旧する

5-1 食料や日用品、燃料等の物資が大幅に不足する事態

5-2 電気・ガス等のエネルギー供給が停止する事態

5-3 上水道施設の被害により、給水停止が長期化する事態

5-4 下水管路の被害、汚水処理施設の長期間停止等により、汚水が滞留
する事態

5-5 地域活動の担い手不足等により、避難所等の生活環境が悪化する事態

−１０−
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(３)脆弱性評価と地域強靱化推進方針について
【参考：35のリスクシナリオの内容 (No.3) 】

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

６「稼ぐ力」を確保できる
経済活動の機能を維持する

6-1 農業・産業の生産力が大幅に低下する事態

７ 二次災害を発生させない 7-1 消火力低下等により、大規模延焼が発生する事態

7-2 危険物・有害物質等が流出する事態

８ 大規模自然災害被災後で
も迅速な再建・回復がで
きるようにする

8-1 大量に発生する災害廃棄物等の処理が停滞する事態

8-2 市内の基盤インフラの崩壊等により、復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-3 土地利用の混乱に伴う境界情報の消失等により、復興事業に着手でき
ない事態

8-4 広域かつ長期的な浸水被害が発生する事態

8-5 労働力の減少等により、復旧工事が大幅に遅れる事態

8-6 ボランティアの人材、受入れ体制の不足により、市民生活の再建が遅
れる事態

8-7 応急仮設住宅の供給の遅れ等により市民生活の再建が遅れる事態

９ 首都機能の維持・復旧を
バックアップできるよう
にする

9-1 大量の帰宅困難者が発生し、多数の家族が分断される事態

9-2 東京都内の基盤インフラの崩壊等により、首都機能が麻痺・停止する
事態

−１１−
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３ さいたま市国土強靱化地域計画
の見直しのポイント及び

今後のスケジュールについて

−１２−
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(１)計画の構成の見直しについて

章 現行計画 新計画（案） 見直しの内容

第１章

計画の前提
(1)頻発する大規模自然災害
(2)計画の背景
(3)本市の強靱化に係る取組
(4)計画の位置づけ
(5)計画の期間

計画の前提
(1)頻発する大規模自然災害
(2)計画策定・改定の背景
(3)本市の強靱化に係る取組
(4)計画見直しの目的
(5)計画の位置づけ
(6)本計画とSDGｓについて

・計画策定・改定の背景の
内容変更

・計画見直しの目的の追加
・計画の位置づけを見直し
・計画の期間の削除
・本計画とSDGｓについての
追加

第２章

対象とする災害と本市の現状
(1)対象とする災害
(2)市の特性からみた現状
(3)防災の取組の現状
(4)過去の災害
(5)想定されている自然災害

対象とする災害と本市の現状
(1)対象とする災害
(2)市の特性からみた現状
(3)防災の取組の現状
(4)過去の災害
(5)想定されている自然災害

・時点更新
（気候、人口、産業、市の取

組、過去の災害（令和元年
東日本台風の追加）、水害
の被害想定 ほか）

第３章
地域強靱化の基本理念
(1)基本理念
(2)地域強靱化の視点

地域強靱化の基本理念
(1)基本理念
(2)地域強靱化の視点

・時点更新

第４章
地域強靱化の目標設定
(1)地域強靱化の基本目標
(2)事前に備えるべき目標（行動目標）

地域強靱化の目標設定
(1)地域強靱化の基本目標
(2)事前に備えるべき目標（行動目標）

・地域強靱化の基本目標へ
「基本目標V」の追加
・時点更新

第５章

脆弱性評価
(1)脆弱性評価の方法
(2)「起きてはならない最悪の事態」の設定
(3)「施策分野」の設定
(4)最悪の事態の発生回避に向けた脆弱性評価

脆弱性評価と推進方針
(1)脆弱性評価の方法
(2)評価のポイント
(3)近年の災害などで生じた課題
(4)「起きてはならない最悪の事態」の設定
(5)重点的に推進する取組の設定
(6)「施策分野」の設定
(7)最悪の事態の発生回避に向けた脆弱性評価の結果と地域強靱化の推進
方針

・近年の社会情勢を踏まえた
課題の修正

・評価のポイントの追加
・取組内容の修正・追加
・第６章「地域強靱化推進

方針」の統合
・第７章「重点対策」の統合、

対策の追加

第６章

地域強靱化推進方針
(1)全体的な推進方針
(2)最悪の事態ごとの推進方針と重要業績

指標の設定

進行管理
(1)基本的な進め方
(2)進捗の管理
(3)計画の見直し

・附属資料との関係性を整理
・計画見直しの考え方（適宜

見直し）を記載

第７章

重点対策
(1)要配慮者への支援
(2)防災組織の育成強化
(3)建築物の耐震化
(4)帰宅困難者対策の強化

－

－

第８章 進行管理 － －

【現行計画と新計画（案）の構成の比較及び見直しの内容】

見直しのポイント①

見直しのポイント④
見直しのポイント⑤

−１３−

見直しのポイント②

見直しのポイント③
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(２) 見直しのポイント①
【第１章(5)計画の位置づけ】

【現行計画】 【新計画（案）】

【ポイント】
改定後の「さいたま市国土強靱化地域計画」では、国・県の上位計画や、
本市における国土強靱化地域計画の位置付けを整理

さいたま市

国土強靱化地域計画

施策・事業の
具体化

さいたま市国土強靱化
地域計画アクションプラン

さいたま市
地域防災計画

国土強靱化基本法 災害対策基本法

整合・調整

指針

−１４−
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(３) 見直しのポイント②
【第４章(1)地域強靱化の基本目標】

Ⅰ 市民、地域、行政の連携により人命の保護が最大限
図られること

Ⅱ 行政、地域社会の重要な機能が致命的な障害を受け
ず維持されること

Ⅲ 都市環境を整備し、市民の財産及び公共施設の被害
を最小限に抑えること

Ⅳ 迅速な復旧・復興を達成すること

Ⅴ 首都機能を維持・復旧するための機能を確保するこ
と（今回追加）

【新計画（案）】

【現行計画】

Ⅰ 市民、地域、行政の連携により人命の保護が最大限図られること

Ⅱ 行政、地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること

Ⅲ 都市環境を整備し、市民の財産及び公共施設の被害を最小限に抑えること

Ⅳ 迅速な復旧・復興を達成すること
埼玉県

地域強靱化計画

整合

−１５−

【埼玉県地域強靱化計画の基本目標】

Ⅰ 県民の生命を最大限守ること

Ⅱ 地域社会の重要な機能を維持し、生活・経済へ
の影響をできる限り軽減すること

Ⅲ 県民の財産及び公共施設の被害をできる限り軽
減すること

Ⅳ 迅速な復旧・復興を可能とする備えをすること

Ⅴ 首都機能を維持・復旧するための機能を確保す
ること

（参考）
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(４) 見直しのポイント③
【第５章(5)重点的に推進する取組の設定】

【”新計画(案)”において重点的に取り組む「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」】
1-1 火災により、多数の死傷者が発生する事態（★）
1-2 建築物の倒壊等により、多数の死傷者等が発生する事態
1-3 異常気象（浸水・竜巻）等により、多数の死傷者が発生する事態（●）
1-6 災害対応の遅延等により、多数の要救助者・行方不明者が発生する事態（★）
1-7 災害に対する市民の知識不足により、被害が拡大する事態（●）
2-2 医療需要が急激に増加し、医療機能が麻痺・停止する事態（★）
2-3 避難所において、疫病・感染症等が大規模発生する事態（●）
2-4 地域の共助体制の機能不全により、死傷者が増大する事態
2-5 避難行動要支援者への支援の不足等により、要配慮者に多数の死傷者が発生する事態
3-1 沿線建築物の倒壊等により、道路・線路が閉塞する事態（★）
3-3 物資の輸送が長期間停止する事態（★）
4-1 市の行政機能が低下する中で、応急対応行政需要に適切に対応できない事態（★）
5-2 電気・ガス等のエネルギー供給が停止する事態（★）
5-3 上水道施設の被害により、給水停止が長期化する事態（★）
5-5 地域活動の担い手不足等により、避難所等の生活環境が悪化する事態（★）
6-1 農業・産業の生産力が大幅に低下する事態（★）
7-1 消火力低下等により、大規模延焼が発生する事態（★）
8-2 市内の基盤インフラの崩壊等により、復旧・復興が大幅に遅れる事態（★）
8-4 広域かつ長期的な浸水被害が発生する事態（★）
9-1 大量の帰宅困難者が発生し、多数の家族が分断される事態
9-2 東京都内の基盤インフラの崩壊等により、首都機能が麻痺・停止する事態（★）

【”現行計画”において重点的に取り組む「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」】
1-2 建築物の倒壊等により、多数の死傷者等が発生する事態
2-4 地域の共助体制の機能不全により、死傷者が増大する事態
2-5 避難行動要支援者への支援の不足等により、要配慮者に多数の死傷者が発生する事態
9-1 大量の帰宅困難者が発生し、多数の家族が分断される事態

−１６−
※（★）埼玉県地域強靱化計画との整合を踏まえ追加 （●）本市の特性や近年の災害の課題を踏まえ追加
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(５) 見直しのポイント④
【第６章(2)進捗の管理】

現行計画のアクションプランのイメージ

さいたま市国土強靱化地域計画

さいたま市国土強靱化地域計画
アクションプラン

⇒「計画」と「アクションプラン」を個別に
策定。

計画期間５年のアクションプランにて個別
の事業を管理。

【現行計画】 【新計画（案）】

さいたま市国土強靱化地域計画

さいたま市国土強靱化地域計画附属資料
⇒別で策定

−１７−

⇒「附属資料」を「計画」と一体策定。

毎年度更新する附属資料にて個別の事業を管理

【関連指標一覧】

【事業等一覧】

【補助金・交付金等一覧】

新計画（案）の附属資料のイメージ
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(６) 見直しのポイント⑤
【第６章(3)計画の見直し 】

■計画期間の見直し

【参考】「埼玉県地域強靱化計画」の計画期間の考え方

今後の国土強靱化を取り巻く社会経済情勢等の変化や国土強靱化の

施策の進捗状況等を考慮して計画内容の見直しを行うこととする。

【新計画（案）】

本市を取り巻く社会情勢の急激な変化や、国、埼玉県の
強靱化に係る取組状況、また、さいたま市総合振興計画
の改定等を踏まえて見直しを行います。

【現行計画】

平成30年度（2018年度）～令和４年度（2022年度）

−１８−
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(７)計画の検討状況及び今後の予定について

■計画の検討状況

・さいたま市防災対策庁内検討委員会

による意見聴取

・令和4年4月15日（対面）

・令和4年8月 8日～

8月26日（書面）

・令和4年9月26日～

10月12日（書面）

・防災会議委員への意見聴取

・令和4年8月 8日～

8月31日（書面）

・令和4年9月22日～

10月12日（書面）

■今後の予定

令和4年11月～

・12月議会への報告

令和4年12月～

・パブリックコメントの実施

（令和4年12月～ [1か月程度] ）

令和5年 3月～

・さいたま市防災対策庁内検討委

員会、防災会議委員への報告

・計画策定

令和5年 4月～

・計画施行

※「附属資料」は毎年度見直し

−１９−


